
11．請求・支払（包括契約が対象）

新Kanたす 改訂点

2

変更点 現状

1 電子マニフェスト登録料・使用料
は、
JWNETに関わる費用のみの支払
い

電子マニフェスト登録料・使用料を
支払い
・e-リバース登録料
・e-リバース使用料
・JWNET登録料
・JWNET使用料
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業務フロー 請求・支払（包括契約のみ）

作業所 部門安全環境部 委託業者(収集・処分)

請求書を出力・提出
新財務プレインホート

データ作成

請求情報入力

登録・申請

承認

請求書を受領

確認

支払・作業所振替

振替確認 入金確認

3

未請求データの検索

4

 マニフェスト請求一覧 をクリックする
↓

 支店・請求年月・諸条件を選択し ｢検索｣ボタンを押す
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未請求データの口座選択

5

 該当する作業所の｢口座名称｣をクリックする

請求マニフェストを確定

 該当（処分終了）のマニフェストが表示
→ 請求するマニフェストを選択☑し｢登録｣ボタンを押す

 単価はマニフエスト発行時の単価を採用
 消費税は請求月の税率を採用

6
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特殊品目がある場合は追記

 各種の金額調整も特殊品目で実施。
 マニフエストデータがないと入力できない。

7

《作業時間 例》
平日：5時～22時
深夜： 22時過～5時前
休日：日曜日

請求情報が確定し登録される

8

業11 - 4



登録された請求内容を申請する

 請求内容をチェック確認の上
① ｢請求申請｣ボタンを押し、申請(状況が｢入力済｣から｢申請中｣へ)

（内訳の根拠書類があれば安全環境部へ送付）
↓

② 清水建設による申請内容のチェック実施 差戻し
↓

③ 請求データ照合結果通知 による結果通知（電話連絡）
↓（請求書承認）

④ 請求書発行を選択し請求書発行。安全環境部へ請求書送付

9

請求チェックリスト（エクセル）に
よるチェック可能

状況が「申請中」になる

10
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（参考）清水建設支店管理者による確認

 清水建設による 請求内容の確認 照合

11

清水建設画面

申請結果を確認

12

業11 - 6



状況に差戻しの表記が出現

13

内容の修正を行う

差戻し理由を参照し、該当箇所を修正再登録
↓

再申請

14
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訂正完了後再申請

15

申請を行うと状況が申請中となる

16
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承認結果を受け請求書を発行する

請求承認済を確認後、｢請求書発行｣ボタンを押し、
帳票出力を行う。
請求書は部門安全環境部へ送付。

17

請求書をPCに保存する

 ｢請求書発行｣ボタンを押すとデータの保存が可能

18
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 各契約書への押印の取り扱いについては部門安全環境部と打合せる。

19

請求書を出力・押印し部門安全環境部へ提出

現行Kanたすから新システムへの移行時の取り扱い

20

・単価・品目の変更による金額の差額分については
特殊品目として調整する。

・具体的な事項は部門安全環境部と打合せる。
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